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類別 器 39 医療用鉗子 

一般医療機器 一般的名称 鉗子 10861001 

村 上 式 把 持 鉗 子  

【禁忌・禁止】 

・本製品を曲げ、切削、打刻等の二次的加工を 

することは、折損等の原因となるので行わな いこ

と。 

・本製品を手術以外の目的で使用しないこと。 

【形状・構造及び原理】 

 

 

 

 

 

 

ハンドル部に手指を入れ開閉することによっ

て先端把持部を動作させる。 

材質 ステンレス鋼 SUS、ﾎﾟﾘｴｰﾃﾙｴｰﾃﾙｹﾄﾝ

PEEK) PSF(ﾎﾟﾘｽﾙﾎﾝ) 

【使用目的】 
本製品は、手術用に使用する医療機器です。 
臓器、組織又は血管を非外傷性に把持、結合、

圧迫又は支持するために用いる。本品は再使用

可能である。 

【使用上の注意】 

・使用前に必ず洗浄、所定の方法にて滅菌を行

ってから使用してください。 

・使用時には、必要以上の力（応力）を加えな

いこと。 

・使用後は、付着している血液、体液、組織、

及び薬品等が乾燥しないよう、直ちに洗浄液等

に浸漬すること 

・塩素系及びヨウ素系の消毒剤は、腐食の原因

になるので使用後は直ちに洗い流してくださ

い。 

【貯蔵・保管方法及び使用期間等】 

・貯蔵、保管にあたっては、洗浄をした後、腐食

を防ぐために保管期間の長短に関わらず乾燥す

ること。 

・ 滅菌済みのものを貯蔵保管するにあたっては、

再汚染を防ぐため清潔な場所に保管するとと

もに、有効保管期間を遵守すること。 

製品の耐用期間は 4 年とする。 

【保守・点検に係る事項】 

・使用後は、できるだけ早く血液、組織等の汚物を

除去し、感染防止のためにｳｵｯｼｬｰﾃﾞｨｽｲﾝﾌｪｸﾀｰ等に

かけて、洗浄消毒すること。 

・洗浄装置で、洗浄する場合には器具同士が接触し

て損傷することのないよう注意すること。 

・洗剤の残留がないよう充分にすすぎを行うこと。

・洗浄後は、腐食防止のために直ちに乾燥すること。

・使用前には、汚れ、傷、曲がり、等異常がないこ

とをチェックしてください。 

・洗浄にあたっては、金属たわし、クレンザー等は、

器具の表面が損傷するので、使用しないでくださ

い。*その他の保守点検等は、取扱説明書を参照く

ださい。 

【包装】 

  箱または袋入り 

【製造販売業者の氏名または名称及び住所】 

 株式会社平和医療器械 

 747-0036:山口県防府市戎町２丁目４番３７号  

 ℡ 0835-22-3658 Fax 0835-22-3578 

〈輸入先国名及び企業名〉 

 トンルヨウシメディカルインスツルメント 

  ISO9002&YY/TO288  acqired  CHINA 

 

【品目仕様等】 
外観と可動部の動きをチェックしてから使用

してください。 

【操作方法又は使用方法】 
内視鏡手術用に使用する。 

・使用後は、必ずミルクテック等の潤滑剤浸漬

を行ってください。出来ない場合には、油拭を

行ってください。 

【取扱状の注意】 

*取扱説明書をよく読み、耐用回数及び年数が存す

るものに関してはそれを遵守し定期的に交換等を

すること。 

*取扱説明書を必ずご参照ください 


